
 

    

   

  

  

   

   

 

 

 

       

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

   

   

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

持田地域 

世帯数・人口 

（１１月末現在） 

人  口（人） 世 帯 数（戸） 

４，３０６ １，９６９ 

前月比 ＋１ ＋５ 

令和５年１２月２５日発行 持田公民館 松江市東持田町６１番地     

TEL 21－3067 FAX 21－8770 メール motidak@mable.ne.jp 

裏面もご覧ください 

 

日 時 １月２４日（水）１０:００～１１:３０ 

場 所 持田公民館 やすらぎ会館 

内 容 保健師さんによる健康についてのお話 

持ち物 飲み物、初めて参加される方は年会費 300 円 

申込み １月２２日（月）までに公民館へ申込みください。 

    

 
お知 

らせ 

 

今回は、プリザーブドフラワーを使ってひな祭りアレンジをします。 

ご参加お待ちしています。 

日 時 ２月１４日（水）１４:００～１５:００ 

場 所 持田公民館集会室 

内 容 プリザーブドフラワーのひな祭りアレンジ 

講 師 HANABUMON 周藤美知子 様 

定 員 ２０名程度 

参加費 ２，０００円 

申込み ２月５日（月）までに公民館へ申込みください。 

  

お知 

らせ 

 

日 時 １月１１日（木）１０:００～１５:００ 

場 所 持田公民館やすらぎ会館 

 コーヒー、紅茶、抹茶 お菓子付きで１５０円 

    おしるこ １５０円 

午前中は保健師さんによる「血圧測定・健康相談」が受けられます。健

康手帳を持参ください。また、「ふくしなんでも相談所」も開設されま

す。地元の新鮮野菜やパンの販売もあります。ぜひお越しください。 

 

お知 

らせ 
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日 時 １月７日（日）９:００～お焚き上げ 

    持ち込みは８:３０～９:００(時間厳守) 

場 所 旧持田小学校校庭 

※ミカン、ビニールひも、針金等は必ず外してお持ち出しください。    

と ん ど さ ん 
お知 

らせ 

日 時 １月１５日（月）１０:００～１１:３０ 

場 所 持田公民館やすらぎ会館 

内 容 体重測定、育児相談 

持ち物 母子健康手帳、バスタオル、マスク着用 

※体温測定とおむつ交換をしてから、お越しください。 

わ い わ い ル ー ム 
お知 

らせ 

 

 

年末年始など飲酒機会が増加し、飲酒運転事故が最も多くなる時期で

す。飲酒運転根絶 3 ない運動を徹底しましょう。 

期 間：１２月１日（金）～１月３１日（水） 

＜飲酒運転根絶３ない運動＞ 

①飲んだら乗らない！  

②乗るなら飲まない！ 

③乗るなら飲ませない！ 

 

 

お知 

らせ 

 

 

 松江警察署から交通安全アドバイザーの方にお越しいただき、交通安

全に関するお話を聞き、指導・助言をいただきます。また、機器を使った

俊敏性の測定もします。 

日 時 １月３０日（火）１４:００～１５:３０ 

場 所 持田公民館 集会室 

内 容 交通安全に関するお話 

目と足を使った動作の俊敏性測定 

講 師 交通安全アドバイザー 様 

定 員 ２５名 

申込み １月２５日（木）までに公民館へ申込みください。 

    

お知 

らせ 

お 願 い 

公民館事業で撮影した写真や氏名を広報誌、ホームページ等で使用させてい

ただきますのでご了承ください。なお、不都合な方はお知らせ下さい。 

mailto:メールmotidak@mable.ne.jp


シルバー人材センター会員募集 

健康で働く意欲と能力のある６０歳以上の高齢者を募集していま

す。ぜひ、おまちしています。 

また、仕事内容はご家庭の障子・ふすま・網戸の張替、草刈り、剪

定など各種行っていますので、どうぞご利用ください。 

詳細は松江シルバー人材センターHP（ホームページ）をご確認くだ

さい。 

問合せ先：シルバー事務所  TEL０８５２－２７－０８８８ 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

  

  

   

  

  

  

  

    

日 月 火 水 木 金 土 

 

  

１(元日) 
閉館  

２ 
閉館  

３ 
閉館 

４ 
閉館 

５ 
からだ元気塾(14:00) 

６ 
 

７ 
とんどさん(9:00) 

かるた大会(10:00) 

新成人の集い(14:00) 

８(成人の日) 
 

９ 
交安協交通安全街頭 PR 

      （7:30）  

１０  
あいさつ運動(7:40) 

青パト(15:00)  

１１ 
やすらぎ喫茶(10:00) 

子ども図書(14:00) 

１２ 
からだ元気塾(14:00)  

１３ 
子ども書道(9:00) 

ふれあい食堂(11:30)  

１４ 
第 6 次持田地域福祉活

動計画策定ワークショ

ップ(13:30)  

１５ 
わいわいルーム(10:00) 

子ども広場(15:00)  

１６ 
 

１７ 
松江市公民館研修会 

(14:00) 

  

１８ 
子ども図書(14:00)  

１９ 
からだ元気塾(14:00)  

２０ 
松江二中校区子ども健全

育成研修会(10:00) 

２１ 
 

２２ 
子ども広場(15:00)  

２３ 
 

２４ 
にこにこ教室(10:00) 

青パト(15:00) 

２５ 
子ども図書(14:00) 

２６ 
からだ元気塾(14:00) 

２７ 
子ども書道(9:00) 

２８ 
 

２９ 
子ども広場(15:00)  

３０ 
交通安全学習会(14:00) 

３１    

＜持田ハーモニカ＞ ＜詩吟教室＞ 

１月の持田公民館行事予定 

公民館清掃活動のお礼 

 １２月１８日（月）に、各教室サークルや住民の皆さまに公民館の大

掃除をしていただきました。隅々までとてもきれいにしていただきまし

た。ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。 

香典返しのお礼 

○内田  篤 様（俊郎 様） 亀尾    ○小谷  正幸(清 様)福原下 

   ○匿名   1 件 

謹んでご冥福をお祈りいたします。ありがとうございました。 

持田地区社会福祉協議会  

 

持田幼稚園 1 月の❝いちご組さんあそびにおいで❞ 

日 時 １月１７日（水）９:２０～１０:２０ 

内 容 「寒さに負けず、元気に体を動かしてあそぼう！」 

持ち物 着替え、タオル、水筒 

問合せ 持田幼稚園 松本（℡２７－２１７７） 

※駐車場は持田小学校旧校庭をご利用ください。 

※参加を希望される方は持田幼稚園までお知らせください。 

                                          

       

松東ブロック学習発表会 

 １１月１９日（日）、島根中学校体育館に於いて松東ブロック学習発表

会が開催されました。持田からは詩吟教室と持田ハーモニカサークルが

参加され、日ごろの活動の成果を沢山の方に見ていただくことができま

した。お疲れ様でした。 

○松江市高齢者スポーツ大会持田鶴友会優勝！！ 
 １１月２１日(火)、松江市総合体育館に於いて 

開催された「松江市高齢者スポーツ大会」で持田 

鶴友会が優勝されました。見事なチームの団結力 

で 1位に輝かれました。選手の皆さんお疲れ様で 

した。 

○和田の石燈籠の撤去 
 昭和3年 1月に持田神社御造営を記念して和田地区に献灯されていた

「石燈籠」が今年 12 月に撤去されました。9５年間の永きにわたって❝

燈籠場(とーろば)❞の愛称で、又かつては❝道しるべ❞として多くの人々に

親しまれてきましたが、経年劣化により存続が難しいと判断され、惜し

まれながらも撤去処分となりました。今後その姿を見ることが出来なく

なりましたのでお知らせします。この地にあった歴史を後世に残すため

３D画像によって持田公民館で閲覧することができます。 

 法務局からのお知らせ 

  令和 6 年 4 月 1 日から相続登記の申請が義務化されます！ 

 不動産を相続したら、3 年以内に相続登記の申請をすることが必要で

す。また、令和 6 年 4 月 1 日より前に発生した相続も対象となります。 

 【相続登記をしないとどうなるの？】 

 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、１０万円以下の過料が科

せられる可能性があります。 

 お問合せは、松江地方法務局ホームページまたは松江 

地方法務局登記部門（℡0852－32－4220）よりお問合 

せください。 

 


